
（専決第５号）令和７年度守口市一般会計補正予算（第18号）【令和８年３月31日専決】

歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

国　庫
支出金

府
支出金

地方債 その他 一般財源

教育費 中学校費 学校管理費
負担金、補
助及び交付
金

12,071 12,071 0

独立行政法人日
本スポーツ振興
センター災害共
済給付金

12,071 0 0 0 12,071 0

（参考）補正後の歳入歳出予算の総額

82,591,232 千円

12,071 千円

82,603,303 千円

令和８年４月１日
企画財政部

補 正 額

補 正 後 の 額

財源内訳(歳入)
備考

学校保健安全事業

合　　計

補 正 前 の 額

事業名等 款 項 目 節 補正額
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令和 8 年４月１日 

【総務部】 

【令和８年度税制改正に伴う、守口市市税条例の一部改正】 

 

１ 改正の趣旨及び各税目の主な改正内容 

令和８年度税制改正のうち、以下のものについては令和８年度当初までに市税条例を改

正し対応しておく必要があるため。 

 

① 軽自動車税 

  ・環境性能割の廃止 

軽自動車税環境性能割を廃止するとともに、軽自動車税種別割を軽自動車税と名称

変更いたします。 

 

② 固定資産税 

・バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等の減額措置の拡充・延長 

現行、バリアフリー改修が行われた特別特定建築物の減額措置は、劇場・音楽堂に

限られていましたが、対象を特別特定建築物全般に拡充し、期限を令和８年 3 月 31

日だったものを、令和 11年 3月 31日までに延長するものです。 

  

③ その他規定整備 

法律等条ずれによる規定整備 

 

２ 施行期日 

 令和８年４月１日 

 

３ 令和８年度税制改正に伴う主な税制の変更点 
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受援計画について

●目的 ●応援の受入れに関する基本的な流れ

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、外部か
らの応援を迅速、的確に受け入れて対応する必要がある。
円滑に応援を要請し、応援を受けるための最低限必要な体
制と受援対象業務を明らかにした「受援計画」を策定する。

●計画の発動基準・対象期間

本計画は、地域防災計画や業務継続計画で想定している
地震や水害などの大規模災害により災害対策本部を設置し
全庁的な対応を必要とする事態において、本市独自では十
分な業務継続、応急対応が実施できない場合に発動する。

本計画の対象期間は、発災後の混乱期から市民生活が一定
の落ち着きを取り戻す1か月程度を目安とする。（状況に
より、それ以降も応援受入れが発生する場合はある）

●受援シート作成業務

①災害マネジメント（災害対策本部事務局支援）
②避難所運営
③物資集積拠点の運営
④被災者支援・相談業務

 

発 災 

必要人数等 

の把握 

災害時先遣隊・ 

リエゾン等 

の受入れ 

応援要請 

受援の準備 

応援職員等の受入れ 

受援業務の実施・状況把握 

撤収調整（受援の終了） 

費用精算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

被害・事態の予測 

被害状況の把握（被害の推計） 

    （ 務 ） 

  受援・業務   

  業務   

    （ 務 ） 

●令和８年度 受援シート作成予定

⑤災害廃棄物処理 ⇒環境対策課
⑥住家被害認定調査 ⇒課税課
⑦罹災証明交付事務 ⇒課税課 ご協力お願いします。

令和８年４月１日
危機管理室
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１．人事評価結果（前年度比較）

総合評価得点 人数 割合 人数 割合 人数 割合

4.50以上 0 0.0% 1 0.2% ▲ 1 ▲ 0.2%

4.25-4.49 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

4.00-4.24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

3.75-3.99 4 0.6% 3 0.5% 1 0.2%

3.50-3.74 37 5.8% 28 4.3% 9 1.5%

3.25-3.49 126 19.8% 107 16.6% 19 3.2%

3.00-3.24 395 62.1% 405 62.8% ▲ 10 ▲ 0.7%

2.75-2.99 44 6.9% 55 8.5% ▲ 11 ▲ 1.6%

2.50-2.74 18 2.8% 25 3.9% ▲ 7 ▲ 1.0%

2.25-2.49 7 1.1% 12 1.9% ▲ 5 ▲ 0.8%

2.00-2.24 0 0.0% 5 0.8% ▲ 5 ▲ 0.8%

1.99以下 5 0.8% 4 0.6% 1 0.2%

合計 636 100% 645 100% ▲ 9 0.0%

平均

２．処遇反映及び指導対象職員数（退職者を除く）

（単位：人）

区分

勤勉手当があがる者（3.5以上）

勤勉手当がさがる者（2.5未満）

指導対象職員（2.25未満）

41

11

4

10

▲ 3

▲ 1

31

14
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令和７年度人事評価結果について

令和６年度令和７年度 増減

令和６年度令和７年度 増減

3.073.1 0.03

３．所属別平均値 ４．部局別平均値

所属 平均値 部局 平均値

市長室 3.21 市長室 3.21

危機管理室 3.09 危機管理室 3.13

企画財政部企画課 3.22 企画財政部 3.17

企画財政部財政課 3.33 総務部 3.13

企画財政部魅力創造発信課 3.12 市民生活部 3.18

企画財政部行財政改革・ＤＸ推進課 3.04 健康福祉部 3.03

企画財政部まちづくり戦略課 3.10 こども部 3.07

総務部総務課 3.15 都市整備部 3.14

総務部人事課 3.21 環境下水道部 3.19

総務部法制文書課 3.15 会計室 3.02

総務部契約課 3.20 教育部 3.10

総務部課税課 3.11 議会事務局 3.40

総務部納税課 3.08 選挙管理委員会事務局 2.97

市民生活部コミュニティ推進課 3.23 水道局 3.12

市民生活部総合窓口課 3.13

市民生活部地域振興課 3.21

市民生活部生涯学習・スポーツ振興課 3.17

市民生活部人権市民相談課 3.02

健康福祉部地域福祉課 3.21

健康福祉部生活福祉課 2.98

健康福祉部障害福祉課 2.95

健康福祉部高齢介護課 3.21

健康福祉部保険課 2.82

健康福祉部保険収納課 3.06

健康福祉部健康推進課 3.17

こども部子育て支援政策課 3.22

こども部こども施設課 3.22

こども部こども施設課あおぞら認定こども園 2.98

こども部こども施設課にじいろ認定こども園 2.97

こども部こども家庭センター 3.33

こども部こども家庭センター児童センター 3.00

こども部こども家庭センターわかくさ・わかすぎ園 2.99

都市整備部都市・交通計画課 3.24

都市整備部道路公園課 3.09

都市整備部住宅まちづくり課 3.15

環境下水道部環境対策課 3.03

環境下水道部下水道課 3.29

会計室 3.02

教育部教育総務課 3.07

教育部学校教育課 3.06

教育部保健給食課 3.10

教育センター 3.29

議会事務局 3.40

選挙管理委員会事務局 2.97

水道局経営総務課 3.13

水道局工務課 3.01

水道局施設課 3.23

令和８年４月１日
総　　  務　 　部
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  令和８年４月１日 

総   務   部 

 

事 務 連 絡 

令和８年３月 18日 

各所属長 様 

総務部長 

 

契約事務の適正化について（通知） 

 

 契約事務について不適正な契約事務が散見され決算特別委員会でも指摘をさ

れています。令和７年 12 月 25 日付で地方自治法第 199 条第６項の規定に基づ

く監査依頼を行い少額随意契約に関する事務監査をお願いしているところでは

ありますが、当面の間、以下の再発防止策を実施します。 

 なお、以下の再発防止策については、令和８年４月１日から実施することとし

ます。 

 

 

１ 少額随意契約事務の見直し 

令和７年４月１日付「予定価格 100万円以下の契約事務について（通知）」

により、少額契約に係る事務の取り扱いを定めていたが、事務の適正化を図

るため、別添「予定価格 100 万円以下の契約事務について（変更通知）」の

とおり通知を変更し、当面の間、以下のとおり事務を行うものとする。 

 

① 見積依頼書（特命理由書含む）・仕様書（設計書）を添付した実施起案につ

いて決裁を必須とし、決裁後事業者にメール又は FAX で送付をすること。

なお、緊急契約に該当する場合は、別添「緊急契約の取扱いについて（変

更通知）」のとおりとする。 

 

（参考）少額随意契約の事務フロー 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

⑩ 

支出命令書

作成 

⑥ 

契約書 

作成 

⑦ 

支出負担行

為伺書作成 

⑧ 

契約 

履行 

⑨ 

検査調書 

作成 

① 

業者登録の 

有無確認 

② 

実施起案 

（執行伺） 

③ 
見積依頼書

仕様書（設

計書）送付 

④ 

見積書 

徴取 

⑤ 

契約締結 

起案 

＊完成前後の 

写真添付 

（工事、修繕） 

省略可 省略不可 

＊見積依頼書、仕様書

（設計書）添付 
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  令和８年４月１日 

総   務   部 

 

② ２者以上に見積依頼したものの、１者のみの見積書提出であった場合、守

口市契約規則第 15条第３項第４号に該当するものとし、当該１者見積をも

って特命随意契約に切り替えて契約できるものとする。 

なお、実施にあたっては契約締結起案に守口市契約規則第 15条第３項第４

号に基づき特命随意契約へ切り替える旨を記載するとともに特命理由書を

添付し決裁を受けることを原則とする。 

＊守口市契約規則第 15条第 1項に定める少額随意契約を対象とする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２ 支出命令書作成時の添付書類について 

以下２費目の支出命令書作成時に完成前完成後の写真添付（日付のわかる

もの）を必須とする。 

   ① 節：工事請負費 

   ② 節：需用費、細節：修繕料 

 

３ 緊急契約の取扱いの変更 

守口市随意契約ガイドライン上の供用施設の損壊（被害を受けたものを含む。）

又は不具合に係る応急工事に関連する応急業務のうち、保安上の観点から速や

かに実施する必要があり、複数者から見積を徴する暇がないものは、特命随意契

約で実施できるものとする。 

実施に当たっての適用法令等は次のとおりとし、②の場合は必ず契約課に事

前協議を行うこと。なお、特命随意契約の適用は、現状復旧、撤去及び調査点検

に限り、価値向上を伴うものは対象外とする。 

 

① 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号並びに守口市契約規則第 15

条第１項及び第３項第１号 

・予定価格（税込）が 200万円以下の工事 

・予定価格（税込）が 100万円以下の業務 

A 社 

見積依頼 

B 社 

見積依頼 

C 社 

見積依頼 

提出有 提出無 提出無 

 

特命随契 

可能 

契約締結起案 

＊特命随契に切替

える旨記載 

A 社 

見積書 
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  令和８年４月１日 

総   務   部 

 

 

② 地方自治法施行令第 167条の２第１項第５号及び守口市契約規則第 15条

第３項第１号 

・予定価格（税込）が 200万円を超える工事 

・予定価格（税込）が 100万円を超える業務 

 

４ 遡及条項の適用 

  年度当初４月１日の契約案件など、契約締結日（契約当事者の記名押印が完

了した日）が効力発生日以後となることについて、やむを得ないと認められる

理由がある場合、例外として遡及を認める。なお実施にあたっては、契約締結

起案に別紙「契約の効力の遡及に関する特約」及び「契約の効力の遡及に関す

る特約理由書」を添付すること。 

＊「契約の効力の遡及に関する特約」については、原則契約書にとじ込むこと

とし、契約書を省略する場合は甲乙記名押印をすることとする。 

 

〇原則                       ⑤契約締結日 

①実施起案日 ②実施起案決裁日 ③契約締結起案日 ④契約起案決裁日 ⑥効力発生日 

 

 

 

〇例外 

①実施起案日 ②実施起案決裁日 ③契約締結起案日 ⑥効力発生日 ④契約起案決裁日 ⑤契約締結日 

 

 

 

 

 

やむを得ないと認められる理由がある

場合、例外として遡及を認める。 

実施にあたっては契約締結起案に遡及

特約及び遡及理由書を添付すること。 
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守口市

ポスティングチラシ表
令和８年４月１日
市 民 生 活 部
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ポスティングチラシ裏
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